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「（仮称）Gov-Cloud」の整備

【現状】
各府省や地方公共団体は、それぞれが業務処理に必要なシステムを構築することを原則としつつ、政府共通プラットフォームや自治体クラウドなどの
共同化が、進められている。

【取組方針】
政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS（※１））の利用環境（「（仮称）Gov-Cloud」）を
整備し、早期に運用を開始する。
業務改革（BPR）、業務・データの標準化等を前提に、「(仮称)Gov-Cloud」を活用して各情報システムを構築することで、情報システムの迅速な構築及
び柔軟な拡張、最新のセキュリティ対策、技術革新対応力や可用性の向上、コストの大幅低減といった効果が期待されることから、各府省は、クラウド・
バイ・デフォルト原則（※２）に基づくクラウドサービスの利用の検討に当たっては、「（仮称）Gov-Cloud」の活用を検討する。また、独立行政法人、地方
公共団体、準公共分野（医療、教育、防災等）等の情報システムについても、「（仮称）Gov-Cloud」の活用に向けて、具体的な対応方策
や課題等について検討を進める。

※１ Infrastructure as a Service、Platform as a Service、Software as a Service
※２ 政府情報システムは、クラウド・バイ・デフォルト原則、すなわち、クラウドサービスの利用を第一候補として、その検討を行うものとする。
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第８回データヘルス改革推進本部資料
（令和２年７月30日）
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